
◎防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律 
（平成三〇年四月二〇日法律第一七号）   

一、 提案理由（平成三〇年三月二〇日・衆議院安全保障委員会） 

○小野寺国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正

する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うとともに、予備自

衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金に関す

る制度を新設する必要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 

 これは、防衛省の所掌事務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、陸上自衛

隊の自衛官の定数を二十二人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を三人削減し、航空自

衛隊の自衛官の定数を六人削減し、共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び

航空自衛官の定数を二十九人増加し、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官

及び航空自衛官の定数を四人増加し、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び

航空自衛官の定数を一人削減し、防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航

空自衛官の定数を一人削減するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七

千百五十四人に、変更はありません。 

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 

 これは、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するた

めの給付金を予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に支給する制度の新設に

関する規定の整備を行うものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、 衆議院安全保障委員長報告（平成三〇年三月二三日） 

○寺田稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自衛隊のサイバー攻撃対処に係る体制を強化するため、共同の部隊におけま

す自衛官定数を変更いたしますとともに、予備自衛官等の職務に対する理解と協力の確

保に資するための給付金を予備自衛官等の使用者に支給する制度を新設するなど行うも

のであります。 

 本案は、去る三月二十日本委員会に付託され、同日小野寺防衛大臣から提案理由の説

明を聴取いたしました。昨日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 



三、 参議院外交防衛委員長報告（平成三〇年四月一三日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました法律案につき、外交防衛委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うとと

もに、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための

給付金に関する制度を新設するものです。 

 委員会においては、防衛省に対するサイバー攻撃の現状、防衛省におけるサイバーセ

キュリティー強化のため外部人材の活用や諸外国との連携強化を図る必要性、予備自衛

官等を雇用する企業への新たな給付金制度の創設の意義、予備自衛官等の充足向上と若

年層拡充に向けた方策等について質疑が行われました。詳細は会議録によって御承知願

います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員と沖縄の風の伊波委

員が反対する旨の意見をそれぞれ述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定しま

した。 

 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成三〇年四月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一、サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している現状を踏まえ、防衛省・自衛隊にお

いては、十分なサイバー・セキュリティを常時確保できるよう、更なる人員面の対応

も含め、サイバー攻撃対処等に係る体制のより一層の強化に努めること。 

二、予備自衛官及び即応予備自衛官の募集・採用に当たっては、精強性を維持する観点

から、若年層の拡充に配意しつつ、幅広い国民・年齢層から人材を確保するよう努め

るとともに、充足向上のための施策を実施すること。 

三、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給

付金に関する制度については、本法施行後五年をめどに、同制度の運用状況等を検証

し、これを国会に報告するとともに、必要に応じ、同制度の在り方の見直しを行うこ

と。 

  右決議する。 


